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個人情報を含む障害児通所給付費に係る書類の誤送付 

 
 

概要説明 

四條畷市 健康福祉部 障がい福祉課において、個人情報を含む書類の誤送付による個人情報の漏えい
事案が発生いたしました。 

本事案について、市民の方に多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げ
ますとともに、今後個人情報の厳正なる管理を徹底し、再発の防止に努め適正な事務執行に取り組んでまい
ります。 
 
１.事案概要及び経過 
 令和７年１２月１７日（水）に郵送した障害児通所給付費の支給決定通知等（以下、「郵送物」という。）
において、対象者である A 氏の児童１人分の福祉サービス受給者証（以下、「受給者証」という。）を B 氏
に、B 氏の児童１人分の受給者証を A 氏に誤って送付してしまいました。その後、同月２２日（月）に、A
氏より、自宅に届いた郵送物の内容を確認したところ、B 氏の受給者証が入っていたとの電話連絡があり、
受給者証の誤送付が判明しました。 
 
２.主な要因 
 本事案の郵送物の確認手順が、他の郵送物と比較し少なかったこと、また一部の職員が郵送物の確認方法
を十分に理解できていなかったこと、これらを主な要因として誤送付が生じました。 
 
３.対象者 
 ２世帯（４人） 
 
４.対応状況 
 事案発生後同日、A 氏に謝罪を行うとともに B 氏児童の受給者証を回収しました。また、同日、B 氏に謝
罪を行うとともに A 氏児童の受給者証を回収し、翌日、A 氏及び B 氏にそれぞれの受給者証を手渡しまし
た。 
 
５.再発防止に向けた今後の対応 
 今後は、郵送物のチェックフローを見直すとともに、チェックリスト用いた一次チェックと二次チェック
を徹底することで、誤送付を防止します。 
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